
奈良県生駒市

●運営体制図

●地域における現状・課題

●取組事項の概要

●取組の成果、特に工夫した点等

令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
合同部活動の推進に向けた実証事業 成果報告書（概要）

顧問等へのヒアリングや、合同部活動の組み合わせなどを検討したが、活動範囲や参加費徴収等についての調整がつかず実際の活動に
は至らなかったため、活動については次年度へ持ち越しとなった。

●予定していた合同部活動の概要

（１）運営類型：地域スポーツ団体運営型
（２）運営主体：（仮称）生駒合同ソフトボールクラブ
（３）種目：ソフトボール
（４）指導者の主な属性：中学校部活動指導者
（５）１か月あたりの平均的な活動回数：月2回
（６）主な活動場所：生駒中学校第2グラウンド
（７）主な移動手段：現地集合
（８）１人あたりの参加会費（年額）：1,000円/年
（９）１人あたりの保険料：生徒1,000円／指導者1,850円

当市での中学校の部活動の活動状況については、市北部及び南部における中学校２校において生徒数の減少が見られてきていますが、
市中央部に位置する他６校においては、クラブ活動を困難とするほどの生徒数の減少は見られていない。ただし、団体種目の運動部にお
いては、各年度の人気種目に参加者が偏ることがあり、種目の必要構成人員を満たすことができない年もある。

令和4年度末に行った、令和5年度の合同部活動の活動計画時には、市内で活動中のソフトボール部において、3校でチーム編成がで
きない状況であったため、合同部活動をソフトボールで学校等の組み合わせを考え予定していたが、令和5年度春に、県の中体連が市
外の中学校との合同を進め市外での組み合わせで活動していた状況が生まれた。その後、令和5年度の新入生入部状況で、1校で編
成が可能となった中学校も出てきた。そのような中、今後の活動を見据え、顧問からソフトボール部の無い中学校も含めて合同での活動
の希望が出たため、推進協議会が設立した後に、顧問へのヒアリングを行い、合同部活動の活動概要等の提案を行った。
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